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監
査
結
果
の
公
表

（
そ
の
２
）

　

平
成
27
年
度
の
定
期
監
査
結
果
の

概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

　

茂
原
市
監
査
委
員　

元
吉
敬
宇

　

茂
原
市
監
査
委
員　

鈴
木
敏
文

　

監
査
の
対
象
＝
市
民
部
、
福
祉
部
、

経
済
環
境
部
／
監
査
の
期
間
＝
平
成

27
年
10
月
22
日
か
ら
11
月
25
日
ま
で

／
監
査
の
場
所
＝
茂
原
市
役
所
・
新

治
保
育
所
・
豊
田
保
育
所
・
本
納
保

育
所
／
監
査
の
方
法
＝
監
査
の
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
各
所
管
の
財
務
に

関
す
る
事
務
事
業
が
効
果
的
、
経
済

的
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
。
住
民
の

福
祉
の
増
進
に
努
め
、
最
少
の
経
費

で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
、
組
織
及
び

運
営
の
合
理
化
に
努
め
て
い
る
か
。

ま
た
、
前
回
の
指
摘
事
項
の
改
善
は

な
さ
れ
て
い
る
か
に
主
眼
を
置
き
、

提
出
さ
れ
た
資
料･

関
係
諸
帳
簿
を

調
査
す
る
と
と
も
に
説
明
を
聴
取
す

る
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
監
査
の
執

行
に
努
め
た
。

◆
監
査
の
結
果

　

計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
ほ
ぼ
順

調
に
進
行
し
て
お
り
、
関
係
諸
帳
簿

も
お
お
む
ね
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
た
。

◆
所
　
見

　

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す
る

所
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、

検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事
務
事
業

が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

◎
地
域
公
共
交
通
に
つ
い
て
は
、
人

口
減
少
や
高
齢
化
、
自
家
用
自
動

車
へ
の
依
存
が
進
み
地
域
間
格
差

は
広
が
り
を
見
せ
つ
つ
あ
る
が
、

潜
在
的
な
交
通
需
要
を
と
ら
え
な

が
ら
、
市
民
バ
ス
・
デ
マ
ン
ド
交

通
の
運
行
方
法
や
ル
ー
ト
を
適
宜

見
直
し
、
市
民
の
利
便
性
に
配
慮

し
た
運
行
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
社
会
保
障
・
税
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
）
制
度
に
つ
い
て
は
、
市
民

の
理
解
度
が
低
い
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
た
め
、
特
に
高
齢
者
へ
の

周
知
徹
底
に
努
め
、
円
滑
な
制
度

の
導
入
に
努
め
ら
れ
た
い
。
ま

た
、
重
要
な
個
人
情
報
で
あ
る
た

め
、不
着
と
な
っ
た
個
人
番
号（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
）
通
知
へ
の
対
応
や
、

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）カ
ー

ド
の
発
行
申
請
や
交
付
な
ど
に
は
、

万
全
の
体
制
で
臨
ま
れ
た
い
。

◎
特
定
健
康
診
査
に
つ
い
て
は
、
病

気
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
つ

な
が
り
、
医
療
費
抑
制
に
も
大
変

効
果
的
で
あ
る
た
め
、
健
康
へ
の

関
心
を
高
め
る
取
組
み
を
継
続
す

る
と
と
も
に
、
健
康
診
査
受
診
率

の
向
上
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
健
康
増
進
に
つ
い
て
は
、
市
民
一

人
ひ
と
り
が
主
体
的
に
健
康
へ
の

意
識
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る

た
め
、
関
係
部
署
が
連
携
し
な
が

ら
健
康
増
進
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る

施
策
に
取
り
組
み
、
健
康
長
寿
社

会
の
形
成
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
地
域
福
祉
活
動
に
つ
い
て
は
、
地

域
の
様
々
な
組
織
が
活
発
に
活
動

す
る
こ
と
に
よ
り
地
域
福
祉
の
充

実
が
図
ら
れ
る
た
め
、
さ
ら
な
る

活
動
支
援
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
難
病
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
は
、

新
た
な
制
度
開
始
に
伴
う
指
定
難

病
の
拡
大
や
医
療
費
負
担
割
合
の

変
更
な
ど
に
よ
り
、
患
者
の
不
安

を
招
く
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

事
業
主
体
で
あ
る
千
葉
県
と
連
携

し
な
が
ら
、
制
度
へ
の
理
解
が
深

め
ら
れ
る
よ
う
、
さ
ら
な
る
周
知

に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
高
齢
者
支
援
に
つ
い
て
は
、
高
齢

者
の
多
く
が
65
歳
を
過
ぎ
て
も
働

き
た
い
と
考
え
て
い
る
状
況
か
ら
、

意
欲
あ
る
高
齢
者
が
能
力
を
発
揮

し
社
会
の
支
え
手
に
な
れ
る
よ
う
、

生
涯
現
役
社
会
の
実
現
に
向
け
た

施
策
に
取
組
ま
れ
た
い
。

◎
介
護
に
つ
い
て
は
、
施
設
か
ら
家

庭
・
地
域
へ
と
の
国
の
方
針
に
よ

り
老
老
介
護
や
介
護
離
職
な
ど
の

諸
問
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
が
、

介
護
問
題
を
抱
え
る
方
々
を
、
現

行
制
度
を
最
大
限
活
用
し
な
が
ら

支
え
る
と
と
も
に
、
気
軽
に
抵
抗

な
く
相
談
で
き
る
環
境
を
整
え
、

介
護
に
携
わ
る
方
々
の
負
担
軽
減

に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
子
育
て
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、

子
ど
も
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に

基
づ
き
、
行
政
と
市
民
、
地
域
、

事
業
者
な
ど
社
会
全
体
が
共
有
・

協
働
し
て
取
組
む
と
と
も
に
、
施

策
の
進
行
管
理
を
徹
底
し
、
適
切

な
情
報
の
提
供
及
び
公
表
に
努
め

ら
れ
た
い
。
ま
た
市
民
が
、「
子

育
て
し
や
す
い
茂
原
、
子
育
て
す

る
な
ら
茂
原
」
と
思
え
る
よ
う
、

25
年
後
の
目
標
人
口
８
万
５
千
人

に
向
け
て
、
相
談
窓
口
を
充
実
さ

せ
な
が
ら
、
子
育
て
し
や
す
い
環

境
整
備
に
取
組
ま
れ
た
い
。

◎
保
育
所
に
つ
い
て
は
、
建
物
や
設

備
の
老
朽
化
が
多
く
見
受
け
ら
れ

る
が
、
統
廃
合
や
公
設
民
営
な
ど

を
含
め
た
保
育
所
の
あ
り
方
を
検

討
し
、
将
来
を
見
据
え
つ
つ
計
画

的
な
改
修
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
耕
作
放
棄
地
対
策
に
つ
い
て
は
、

農
地
集
積
や
放
棄
地
の
解
消
を
進

め
る
農
地
中
間
管
理
機
構
の
役
割

が
大
変
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

事
業
主
体
及
び
千
葉
県
、
関
係
部

署
な
ど
が
連
携
を
図
り
、
柔
軟
で

活
発
な
活
動
が
促
進
さ
れ
る
よ
う

努
め
ら
れ
た
い
。

◎
企
業
誘
致
に
つ
い
て
は
、
首
都
圏

中
央
連
絡
自
動
車
道
沿
線
で
の
企

業
立
地
が
活
発
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
茂
原
に
い
は
る
工
業
団
地

の
完
成
に
先
立
っ
て
、
千
葉
県
地

域
再
生
計
画
、
茂
原
市
企
業
立
地

促
進
条
例
、
雇
用
促
進
奨
励
金
な

ど
を
活
用
し
た
積
極
的
な
企
業
誘

致
に
取
組
ま
れ
た
い
。
ま
た
、
多

く
の
雇
用
を
創
出
で
き
る
大
型
商

業
施
設
の
誘
致
に
つ
い
て
も
十
分

検
討
さ
れ
た
い
。

◎
観
光
振
興
に
つ
い
て
は
、
文
化
財

や
郷
土
芸
能
、
言
い
伝
え
な
ど
、

歴
史
的
価
値
の
あ
る
資
源
を
結
び

つ
け
な
が
ら
地
域
の
物
語
を
作
っ

て
マ
ス
コ
ミ
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
な

ど
、
イ
ベ
ン
ト
以
外
の
も
の
を
観

光
資
源
と
し
て
有
効
活
用
す
る
方

法
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
た
い
。

◎
美
化
推
進
に
つ
い
て
は
、
行
政
の

み
で
は
美
化
が
困
難
な
こ
と
か
ら
、

助
け
合
い
の
精
神
に
基
づ
い
た
市

民
と
の
協
働
に
よ
り
推
進
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
清
掃

な
ど
の
美
化
活
動
に
対
し
て
、
感

謝
の
意
を
表
す
褒
賞
な
ど
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
た
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

監
査
委
員
事
務
局
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
６
０
、5
⒇
１
６
０
７
へ
。


